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　被保険者と被扶養者のみなさんが医療機関で受診した場合に、かかった医療費を3か月毎にまとめ（3月・
6月・9月・12月の年4回）、「医療費と給付金支給額のお知らせ」（医療費通知）としてお渡ししています。

〇�「医療費通知」は、医療機関からの請求内容が間違っていないか、領収書等とチェックしていただくとともに、医療
費総額、窓口での支払額、健保組合の支払額等をお知らせし、自己負担した額のほかに、実際にかかる医療費がど
れくらいなのか、そのコストを知っていただくために発行しているものです。

〇�医療機関からの請求書（レセプト）は、審査支払機関を経由し、受診月の2か月ないし3か月後に健保組合へ届けら
れます。そのため、「医療費通知」がお手元に届くのは受診して相当な時間が経過した後になってしまいます。医療
機関へかかった時は、必ず明細の入った領収書を受け取り、それを保管しておいてください。領収書と「医療費通知」
の金額に不審な点のある時は、当組合へご連絡ください。医療機関の事務上の誤りや不正請求の事例もあります。

健保　太郎　様
  5　 　9　　 6

ヨドバシカメラ健康保険組合

健保　太郎
すこやかクリニック 5 4 通院 2 9 320 6 524 2 796
大空薬局 5 4 薬局 2 2 920 2 044  876
すこやかクリニック 5 5 通院 1 1 930 1 351  579
大空薬局 5 5 薬局 1 1 670 1 169  501
すこやかクリニック 5 6 通院 4 67 120 46 984 20 136

82 58 240 0960 072 888

　医療機関への支払いや薬局で購入した薬等の代金などの１年間の合計額から健保組合からの給付金など
を差し引いた額が10万円以上の場合、翌年の3月中旬までに、明細書や源泉徴収票を添えて医療費控除
に関する事項を記載した「確定申告書」を税務署へ提出すれば、その額が所得から控除され、所得税が軽
減されます。対象となる医療費等の上限は200万円ですが、詳しくは税務署へお問い合わせください。
「医療費通知」は確定申告の「医療費控除の明細書」作成に活用できます。（諸費用の領収書は5年間保管）
再発行はできませんので、大切に保管してください。

確定申告の医療費控除について

医療費通知


